
旅券（パスポート）申請のご案内      上越市 

 申請は窓口申請または電子申請のどちらかとなります。 

【窓口申請】 

上越市パスポートセンター、南・北出張所、各区総合事務所への紙申請書の提出となります。 

【電子申請】 

署名用電子証明書が有効なマイナンバーカードを用い、マイナポータルからオンラインで申請を行うこととなります。

補正に時間がかかる場合があるため、お急ぎの場合は窓口申請をご利用ください。 

※電子申請についての詳細は、外務省ホームページを参照ください→ 

                                  

【窓口申請に必要な書類】 ※旅券発給手数料は旅券受取りの際に必要です。詳しくは裏面をご覧ください。 
① 一般旅券発給申請書 

1通 
※折り曲げ厳禁 

･有効期間は５年旅券用と 10 年旅券用の２種類あります。 
旅券の記載事項に変更がある方、査証欄に余白が無くなった方で、現在の旅券と有効
期間が同一の旅券を申請する場合は、残存有効期間同一旅券の申請となります。 

･18歳未満（申請日現在）の方は、有効期間が５年旅券のみの申請となります。 

② 戸籍謄本  
（全部事項証明書） 1通 
提出日前 6か月以内に 

発行された原本（コピーは不可） 

•有効期間内の旅券を切り替える場合で、氏名・本籍（都道府県名）に変更のない方は省
略できます。 
•電子申請では、戸籍とデータ連携されるため、紙での提出は不要です。 
・同一戸籍内にある２人以上の方が同時に旅券を申請する場合は、戸籍謄本は 1通と 
することができます。 

③ 写 真  1枚 
（申請日前６か月以内に撮影されたもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※写真は貼らずに裏面下部に氏名を

記入の上、お持ちください。 

（写真面に写らないよう、筆圧にご注

意ください。） 

＜写真の規格＞ 

･たて 45 ㎜よこ 35㎜、ふちなしで、左図の寸法を満たしたもの。 

･顔の寸法は頭頂（髪の毛を含まない）からあごまで 34㎜±２㎜ 
※頭髪のボリュームが大きな方は旅券窓口にご相談ください。 

･顔は正面向き、無帽、背景がないもの。 
  ※背景の色は白色を推奨します。グラデーションは不可。 
＜旅券用写真としてふさわしくないもの＞※旅券用提出写真についてのお知らせ参照 
・左右反転や加工してある写真。 
･不鮮明な写真。変色、傷、汚れ、しわのある写真。スナップ写真 
･サングラスやマスクをつけている写真 
･メガネのフレームやレンズの光の反射が目にかかっている写真 
･瞳が光の反射で白く欠ける、フラッシュ等により赤く写る等の写真 
･長い前髪や影により、目元や顔の輪郭が隠れる写真 
･表情が平常と著しく異なる写真（泣いたり、笑ったりしている写真）  
･カラーコンタクトレンズ等を使用し、目の色や大きさが実際と異なる写真 
･デジタル印刷の場合、インクのにじみやジャギーがある写真 
･頭髪や衣服が背景と同系色で、輪郭が見分けにくい写真     等 
※写真は旅券にそのまま転写されます。 
 

④ 本人確認の書類 
有効な原本（コピーは不可）  
 

※本人確認書類の氏名、生年月
日、性別、氏名の読み方、住
所、本籍が申請書の記載内容と
一致している必要があります。  
 
代理人が申請する場合、「本人
確認書類」は申請者本人分と代
理人分のそれぞれが必要で
す。 

１点でよいもの 
２点必要なもの (イ＋イ)又は（イ＋ロ） 

イ ロ（顔写真付きのもの） 

･日本国旅券 

(現に有効なもの 

または失効後6か月以

内のもの) 

･マイナンバーカード（顔

写真付き） 

･運転免許証 

･身体障害者手帳 

(偽造防止･写真付き) 

･官公庁等発行の身分 
証明書(顔写真付き) 

･各種資格確認書（健康保険、国民

健康保険、共済組合、後期高齢者医

療保険、船員保険等） 

･国民年金証書(手帳) 

･基礎年金番号通知書 

･厚生年金証書(手帳) 

･船員保険年金証書(手帳) 

･共済組合年金(恩給)証書 

･介護保険被保険者証 

･印鑑登録証明書と登録印鑑  等 

･学生証(中学生の生徒手帳

は顔写真なしでも可) 

･会社の身分証明書(写真

付) 

･公の機関が発行した資格

証明書(写真付) 

･療育手帳 

･失効旅券(本人が確認でき

るもの)       等 

イに準ずるもの （イ+イに準ずるものの２点が必要です。） 

･所得・課税証明書  ･納税証明書    等 

※小学生以下の場合･･･各種資格確認書＋母子手帳 等 

⑤ 前回取得した旅券 
･有効期限内の旅券をお持ちの方は、有効旅券の提示がないと申請できません。 

･過去に旅券を取得した方は、失効していても前回の旅券をお持ちください。 
 

※ その他 
上越市外に住民登録されている方が上越市で居所申請する場合は、住民票が必要で
す。個人番号（マイナンバー）の記載がないものをご用意ください。 
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090  1234  5678 

ジ ョ ウ エ ツ          ハ ナ コ 

上 越       花 子 

記入しないでください 

記入しないでください 

貼らずに 

 

記入しないでください 

J O E T S U 

H A N A K O 

 

申請者が未成年者、成年
被後見人の場合は、法律
上の親権者又は後見人が
署名してください。 

点線より上の部分は、必
ず申請者本人が記入して
ください。 
なお代筆が必要な場合は
上記申請者署名の記載例
を参照してください。 

予定が決まっている場合
は記入してください。 

代理人が提出する場合は
必ず記入してください。
(法定代理人が提出する
場合は記入不要です。) 

点線より下の部分は、代
理人（引受人）が連絡先
及び生年月日を記入して
ください。 

・自宅 

・携帯 

・勤務先 

の電話番号 

 

 

旅行に同行する方以外を
記入してください。 

戸籍どおり記入してくだ
さい。 

該当しない場合は「いい
え」にチェックしてくだ
さい。 

よく読んで□にチェック
してください。 
「はい」に該当する方は
必ず事前にご相談くださ
い。別途手続きが必要に
なります。 

濁点は同じマスに記入し
てください。 
（ヨミカタは正確に） 

必ず申請者本人が記入
してください。 

戸籍どおりの字で記入し
てください。 

ヘボン式ローマ字の活字
体（大文字）で記入して
ください。 

住民票どおりの住所を記
入してください。 

（※申請書は5年旅券用と 10年旅券用があります） 

ただし、旅券の記載事項に変更がある方、査証欄に余白のなくなった方で現在の旅券

と有効期間が同一の旅券を申請する場合は、残存有効期間同一旅券用となります。 

消えるインクのペン、サインペン(太字のマーカーペン等)は使用不可。 

✔ ✔ 0 7 0 4 0 1 

新潟県 
✔ 

✔ 

上越市木田1番地3 

M N 5 2 8 3 9 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 

J O E T S U 

28 5 

上越市木田 1丁目 1番 3号 

943-8601 025  526  5111 

025  ５２０  5687 上越(株) 

上越市中央 1丁目 16番 1 号 

上越 太郎 父 025  544  2111 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 
✔ 

✔ 
✔ 

アメリカ 
1995   4   1 

✔ 

7   5  1 ✔ 

○ ○  ○ 

上越市本町 3丁目2番 26号 

春日 次郎 

○ ○  ○ 

会社同僚 

○  ○ ○ 025 525  4151 

63 10  1 

  

○ 



収入印紙

14,000円

12歳以上 9,000円
12歳未満 4,000円

4,000円

収入印紙

14,000円

12歳以上 9,000円
12歳未満 4,000円

4,000円 1,900円

電
子
申
請

区分 手数料
内訳
新潟県手数料

10年 15,900円

5年
10,900円
5,900円

残存期間同一 5,900円

1,900円
1,900円
1,900円

窓
口
申
請

手数料

6,300円
6,300円
11,300円
16,300円

5年

残存期間同一

内訳
区分

10年

新潟県手数料

2,300円
2,300円
2,300円
2,300円

    
 
次の方は新しいパスポートに切り替えることができます。 
（ただし、残存期間は切り捨てになり、旅券番号は変わり
ます。） 
①残りの有効期間が１年未満となった方 
②査証欄に余白がなくなった方 
③結婚などで旅券面の記載事項に変更のあった方 
（②及び③の方は、現在の旅券と有効期間が同一の旅券（残
存有効期間同一旅券）を申請することもできます。） 

 
申請の手続は代理の方でもできます。（受取は本人のみ。） 
ただし、お持ちの有効旅券を紛失、焼失、損傷した方、居所申
請（一時帰国含む）の方、刑罰関係等に該当する方は代理申
請できません。 
■申請に必要な書類は、最初のページで確認してください。 
■申請書の以下の欄は必ず申請者本人が記入してください。 
 ●表面の「所持人自署」及び「刑罰等関係」 
 ●裏面の「申請書類等提出委任申出書」の申請者記入欄 
■申請者本人の本人確認書類のほか、代理人についても本
人確認書類が１点必要です。 

 

■５年旅券のみの申請となります。 
■申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者である父又
は母、もしくは後見人の署名が必要です。 

■親権者が遠隔地に在住している等の場合は、親権者の署
名のある「同意書」の提出でも差し支えありません。 

 
上越市に住民登録がない方でも、下記の要件を満たす場合
は上越市で受付できます。申請を希望される方は、要件、提
出書類の確認のため事前にご相談ください。 
※代理申請不可 
①住民登録地以外の居所に居住していることが書類で確認
できる場合 

②一時帰国者で国内に滞在している場合 
■居所を確認できる書類例 
・学生証・在籍証明書・滞在許可証・船員手帳・有効な査
証 

・居所での直近の公共料金請求書（申請者名義） 等 

 
■申請書の「刑罰等関係」に該当する方は別途手続が必要
です。新潟県パスポートセンター（☎025-290-6670 受付時
間 9：00～17：00）へ事前にご相談ください。 

 
■外国人との婚姻等の場合で、氏名の非ヘボン式ローマ字
表記、別名併記を希望される方は、表記を確認するため
の書類を提出していただく必要がありますので、事前に
ご相談ください。 

 

 

■約２週間後 

※土、日、祝日及び年末年始を除き、申請日を含めます。 

受け取りは、必ず本人が交付日から６か月以内においでく

ださい。※代理受取不可 

申請内容に補正を要する場合、受け取りまでの日数が増え

る場合があります。日数に余裕を持ったお早めの申請をお

願いします。 

 

 

 

 

          
 
 

 

■上越市パスポートセンター （上越市役所 市民課内） 

上越市木田１丁目１番３号    ０２５（５２６）５１１１ 

■南出張所 （雁木通りプラザ） 

上越市本町３丁目２番２６号   ０２５（５２５）４１５１ 

■北出張所 （レインボーセンター） 

上越市中央１丁目１６番１号   ０２５（５４４）２１１１ 

■各区総合事務所 

安塚区総合事務所 ０２５（５９２）２００３ 

浦川原区総合事務所 ０２５（５９９）２３０１ 

大島区総合事務所 ０２５（５９４）３１０１ 

牧 区 総 合 事 務 所 ０２５（５３３）５１４１ 

柿崎区総合事務所 ０２５（５３６）２２１１ 

大潟区総合事務所 ０２５（５３４）２１１１ 

頸城区総合事務所 ０２５（５３０）２３１１ 

吉川区総合事務所 ０２５（５４８）２３１１ 

中郷区総合事務所 ０２５５（７４）２４１１ 

板倉区総合事務所 ０２５５（７８）２１４１ 

清里区総合事務所 ０２５（５２８）３１１１ 

三和区総合事務所 ０２５（５３２）２３２３ 

名立区総合事務所 ０２５（５３７）２１２２ 

■受付時間 月曜日～金曜日 ８：３０～１７：１５ 

※土・日・祝日及び年末年始を除く。 

お手続の内容によっては県パスポートセンター（9：00～17：00）

への確認が必要な場合がありますので、お時間に余裕を持っ

てお越しください。 

■上越市パスポートセンター（上越市役所 市民課内）のみ   

※南・北出張所及び各総合事務所で申請された方は、 

上越市パスポートセンターまでおいでください。 

■受付時間 月曜日～金曜日 ８：３０～１７：１５ 

※土・日・祝日及び年末年始を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※県手数料はキャッシュレス決済（受け取り窓口でのクレジットカード、電子マ

ネー、コード決済）か、納付書（現金）による金融機関でのお支払いのどちら

かを選択できます。 

※年齢は誕生日の前日に加算されます。12 歳未満の手数料は、12 歳の誕

生日前々日までに申請された方となります。 

※受取期限までに旅券を受領せず、旅券が未交付となった場合は、次回申

請時に通常より高い手数料を徴収します。 

申請についてのご注意 
有効期間内の申請（切替申請） 

代 理 申 請 

 

居所申請（上越市に住民登録のない方） 

未成年者申請（申請日に 18歳未満の方） 

 

刑罰等関係の該当者 

非ヘボン式ローマ字表記・別名併記等の希望者 

受付窓口と受付時間 
 旅券の申請ができる窓口 

旅券発給手数料（窓口・電子） 

申請から受け取りまでの日数 


